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震
源
地
が
陸
地
で
は
な
く
海
の
場
合
、

津
波
が
発
生
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま

す
。 

 

能
登
半
島
地
震
で
は
、
最
終
報
告
で
80

セ
ン
チ
の
津
波
で
し
た
が
、
倒
壊
や
流
出

し
た
家
屋
は
発
生
し
て
い
ま
す
。 

東
日
本
大
震
災
で
は
、
福
島
県
相
馬
で

は
9.3
メ
ー
ト
ル
以
上
、
岩
手
県
宮
古
で

8.5
メ
ー
ト
ル
以
上
、
大
船
渡
で
8.0
メ
ー

ト
ル
以
上
、
宮
城
県
石
巻
市
鮎
川
で
7.6
メ

ー
ト
ル
以
上
な
ど
が
観
測
（
気
象
庁
検
潮

所
）
さ
れ
た
ほ
か
、
宮
城
県
女
川
漁
港
で

14.8
メ
ー
ト
ル
の
津
波
痕
跡
も
確
認
（
港
湾

空
港
技
術
研
究
所
）
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
時
の
被
害
の
状
況
は
、
皆
さ
ん
も

ご
存
じ
の
通
り
で
す
。 

 

津
波
の
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
の
方
法
を
ま
と
め
ま
し
た
。 

 

津
波
の
被
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に

は
、
事
前
の
準
備
と
迅
速
な
行
動
が
不
可

欠
で
す
。
以
下
に
津
波
の
被
害
を
最
小
限

に
抑
え
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
を
詳

し
く
説
明
し
ま
す
。 

 〇 

津
波
の
基
礎
知
識
の
習
得 

 

ま
ず
、
津
波
の
基
本
的
な
特
性
を
理
解

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
津
波
は
海
底
の

地
震
や
火
山
活
動
、
海
底
で
の
地
滑
り
な

ど
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
巨
大
な

波
で
す
。
津
波
は
非
常
に
速
く
、
時
速
数

百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
移
動
す
る
た
め
、
沿

岸
部
に
到
達
す
る
ま
で
に
数
分
し
か
か

か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
津

波
は
繰
り
返
し
発
生
す
る
可
能
性
が
あ

る
た
め
、
第
一
波
が
過
ぎ
去
っ
た
後
も
警

戒
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
重
要
で
す
。 

 〇 

地
域
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
確
認 

 

住
ん
で
い
る
地
域
や
訪
れ
る
地
域
の

津
波
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
確
認
し
て
、
避

難
場
所
や
避
難
経
路
を
事
前
に
把
握
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。
多
く
の
自
治
体
は
津

波
の
リ
ス
ク
が
高
い
地
域
を
示
す
ハ
ザ

ー
ド
マ
ッ
プ
を
提
供
し
て
お
り
、
安
全
な

避
難
場
所
や
避
難
ル
ー
ト
が
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
情
報
を
元
に
、
家
族

や
同
僚
と
避
難
計
画
を
立
て
て
お
く
こ

と
が
大
切
で
す
。 

 〇 

津
波
警
報
の
理
解
と
監
視 

 

津
波
警
報
シ
ス
テ
ム
を
理
解
し
、
常
に

最
新
の
情
報
を
得
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。
日
本
で
は
、
気
象
庁
が
津
波
警
報
を

発
表
し
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
緊
急
速
報

メ
ー
ル
な
ど
を
通
じ
て
情
報
を
提
供
し

て
い
ま
す
。
地
震
が
発
生
し
た
場
合
、
即

座
に
こ
れ
ら
の
情
報
源
に
ア
ク
セ
ス
し

て
、
津
波
警
報
が
発
令
さ
れ
て
い
る
か
確

認
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。 

 〇 

事
前
の
準
備 

 

避
難
用
の
備
品
を
用
意
し
て
お
く
こ

と
も
重
要
で
す
。
避
難
用
の
バ
ッ
グ
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
物
品
を
含
め
て
お
く
と

良
い
で
し
ょ
う
： 

 - 

飲
料
水
（
最
低
3
日
分
） 

- 

非
常
食
（
缶
詰
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
バ
ー

な
ど
） 

- 

携
帯
ラ
ジ
オ
と
予
備
電
池 
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- 

懐
中
電
灯
と
予
備
電
池 

- 

応
急
手
当
用
品 

- 
常
用
薬 

- 

現
金 

- 

身
分
証
明
書
の
コ
ピ
ー 

- 

防
寒
具
や
雨
具 

- 

笛
や
サ
イ
レ
ン
（
救
助
を
求
め
る
た

め
） 

 〇 

地
震
後
の
迅
速
な
避
難 

 

地
震
を
感
じ
た
ら
、
直
ち
に
高
台
や
内

陸
の
安
全
な
場
所
に
避
難
す
る
こ
と
が

重
要
で
す
。
津
波
警
報
が
発
令
さ
れ
て
い

な
い
場
合
で
も
、
地
震
の
規
模
が
大
き
い

場
合
は
自
主
的
に
避
難
を
開
始
す
る
こ

と
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。
特
に
海
岸
付
近
に

い
る
場
合
は
、
海
岸
か
ら
離
れ
て
高
台
に

避
難
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
避
難
は
車

で
は
な
く
、
徒
歩
や
自
転
車
を
利
用
す
る

方
が
良
い
場
合
が
多
い
で
す
。
こ
れ
は
、

避
難
時
に
道
路
が
渋
滞
や
通
行
不
能
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
す
。 

 〇 

複
数
の
避
難
ル
ー
ト
の
確
保 

 

避
難
経
路
は
複
数
確
保
し
て
お
く
こ

と
が
重
要
で
す
。
地
震
や
津
波
に
よ
っ
て

道
路
が
閉
鎖
や
通
行
不
能
に
な
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
代
替
の
ル
ー
ト
を
把
握

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
避
難
訓
練

を
定
期
的
に
行
い
、
家
族
全
員
が
避
難
ル

ー
ト
を
理
解
し
、
迅
速
に
避
難
で
き
る
よ

う
に
準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 〇 

高
台
や
避
難
ビ
ル
の
利
用 

 

避
難
場
所
と
し
て
は
、
高
台
や
避
難
ビ

ル
を
選
び
ま
し
ょ
う
。
多
く
の
都
市
で
は
、

津
波
避
難
用
の
高
台
や
避
難
ビ
ル
が
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
施
設
は
、

津
波
か
ら
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に

設
計
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ
た

避
難
場
所
を
利
用
す
る
こ
と
が
推
奨
さ

れ
ま
す
。 

 〇 

情
報
共
有
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
連
携 

 

地
域
社
会
と
の
情
報
共
有
も
重
要
で

す
。
津
波
避
難
に
関
す
る
情
報
を
近
隣
住

民
と
共
有
し
、
地
域
全
体
で
連
携
し
て
避

難
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
自
治
体
が
主

催
す
る
防
災
訓
練
に
参
加
す
る
こ
と
で
、

地
域
全
体
の
防
災
意
識
を
高
め
、
避
難
の

際
に
お
互
い
を
助
け
合
う
体
制
を
築
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

〇 

避
難
後
の
注
意
事
項 

 

避
難
後
も
注
意
が
必
要
で
す
。
津
波
が

収
ま
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
こ
と

が
あ
る
た
め
、
警
報
が
解
除
さ
れ
る
ま
で

安
全
な
場
所
に
留
ま
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
ま
た
、
避
難
中
や
避
難
後
に
怪
我
を

し
た
場
合
は
、
応
急
手
当
を
行
い
、
必
要

に
応
じ
て
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
ま

し
ょ
う
。 

 〇 

事
後
の
対
策
と
復
興 

 

津
波
が
過
ぎ
去
っ
た
後
も
、
二
次
災
害

の
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
倒
壊
し
た
建
物

や
流
さ
れ
た
車
両
、
浸
水
し
た
地
域
に
は

危
険
が
伴
い
ま
す
の
で
、
復
旧
作
業
は
慎

重
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地

域
社
会
の
復
興
に
は
時
間
が
か
か
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
長
期
的
な
視
点
で

の
支
援
や
協
力
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 
以
上
の
よ
う
に
、
津
波
か
ら
身
を
守
る

た
め
に
は
、
事
前
の
準
備
、
迅
速
な
避
難

行
動
、
避
難
後
の
注
意
が
不
可
欠
で
す
。

自
分
自
身
や
家
族
、
地
域
社
会
の
安
全
を

守
る
た
め
に
、
日
頃
か
ら
防
災
意
識
を
高

め
、
適
切
な
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
重
要

で
す
。 

 

津
波
に
つ
い
て
、
詳
し
く
対
策
を
記
載

し
ま
し
た
が
、
自
分
の
住
む
場
所
す
な
わ

ち
自
宅
な
ら
、
過
去
の
履
歴
を
調
べ
て
、

津
波
の
被
害
に
あ
わ
な
い
場
所
に
住
む

こ
と
が
最
大
の
自
己
防
衛
で
す
。 

 

耐
震
性
能
の
無
い
又
は
低
い
建
物
を

耐
震
補
強
な
ど
す
る
こ
と
は
大
切
で
す

が
、
耐
震
補
強
は
津
波
に
よ
る
衝
撃
な
ど

は
想
定
し
て
い
ま
せ
ん
。 

津
波
ほ
ど
の
勢
い
の
も
の
は
少
な
い

で
す
が
、
大
雨
に
よ
る
河
川
の
越
水
や
堤

防
決
壊
、
低
地
で
の
浸
水
な
ど
も
、
水
の

流
水
速
度
に
よ
っ
て
は
強
い
衝
撃
を
受

け
ま
す
。 

 

能
登
半
島
地
震
で
は
、
4
メ
ー
ト
ル
の

地
盤
の
隆
起
が
起
こ
っ
た
場
所
が
あ
り

ま
す
。 

隆
起
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
沈
下
が
起

こ
る
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
と
思
い
ま

す
。 も

し
、
1
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
津
波
で

も
、
地
盤
に
4
メ
ー
ト
ル
の
沈
下
が
あ
れ

ば
5
メ
ー
ト
ル
の
津
波
並
み
の
浸
水
被
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害
と
な
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
と
思

い
ま
す
。 

 

地
震
は
全
国
の
ど
の
場
所
で
起
き
る

か
、
ど
の
程
度
の
地
震
の
大
き
さ
か
は
予

想
で
き
ま
せ
ん
。 

そ
の
他
の
災
害
な
ど
も
総
合
的
に
考

慮
し
て
、
被
災
の
可
能
性
が
あ
る
場
所
は

避
け
て
自
宅
を
建
て
ま
し
ょ
う
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

開
発
許
可
審
査 

 

開
発
許
可
制
度
は
、
良
好
か
つ
安
全
な

市
街
地
の
形
成
と
無
秩
序
な
市
街
化
の

防
止
を
目
的
と
し
、
都
市
計
画
法
第
29
条

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

計
画
が
一
定
以
上
の
土
地
の
「
区
画
形

質
の
変
更
」
に
該
当
す
る
場
合
、
建
築
確

認
と
は
別
に
開
発
許
可
が
必
要
と
な
り

ま
す
。 

 

手
続
き
と
し
て
は
、
開
発
許
可
権
者
を

置
く
各
県
市
町
村
の
担
当
部
署
に
許
可

申
請
書
と
必
要
書
類
を
提
出
差
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
事
前
手
続
き
を
除
き
、

期
間
は
概
ね
１
ヵ
月
程
度
（
行
政
に
よ
り

異
な
り
ま
す
）
。
「
確
認
」
で
は
な
く
「
許

可
」
で
す
か
ら
、
民
間
の
指
定
確
認
検
査

機
関
で
は
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。 

 
拡
幅
道
路
の
扱
い
に
注
意 

 

各
地
方
公
共
団
体
で
宅
地
開
発
指
導

要
綱
な
ど
を
定
め
て
い
る
場
合
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
が
都
市
計
画
法
第
29
条
に

よ
る
も
の
で
な
い
場
合
は
、
手
続
き
が
行

政
に
よ
り
異
な
る
の
で
注
意
か
必
要
で

す
。
土
地
区
画
整
理
法
第
76
条
に
よ
る
許

可
（
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
地
区
内

で
の
建
築
許
可
）
を
開
発
許
可
と
混
同
す

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
も

別
の
法
に
よ
る
手
続
き
で
す
。 

 

都
市
計
画
法
第
29
条
の
開
発
許
可
を

受
け
た
計
画
地
内
に
道
路
拡
幅
が
あ
る

場
合
、
拡
幅
部
分
を
道
路
と
み
な
せ
な
い

ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

開
発
工
事
完
了
の
公
告
の
前
か
後
か
で

判
断
が
分
か
れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
確

認
申
請
時
に
接
道
要
件
を
満
た
し
て
い

る
か
注
意
が
必
要
で
す
。 

 

な
お
、
従
前
に
開
発
許
可
を
受
け
た
敷

地
に
新
た
に
建
築
物
を
建
て
る
場
合
、
確

認
申
請
時
に
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第

60
条
に
よ
る
証
明
書
の
添
付
が
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の

敷
地
が
都
市
計
画
法
の
各
許
可
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
で
、
従

前
の
内
容
と
異
な
る
場
合
に
は
新
た
に

開
発
許
可
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

  

【
ポ
イ
ン
ト
】 

 

開
発
許
可
は
、
民
間
で
は
出
せ
ま
せ
ん

か
ら
、
民
間
検
査
機
関
へ
確
認
申
請
す
る

と
き
に
は
要
注
意
で
す
。 

ま
た
、
ま
ぎ
ら
わ
し
い
許
可
が
他
に
も

あ
る
の
で
、
混
同
し
な
い
よ
う
注
意
が
ひ

つ
よ
う
で
す
。 

開
発
許
可
を
受
け
た
敷
地
だ
か
ら
、
新

た
に
建
築
し
て
も
問
題
な
い
と
安
易
に

考
え
ず
、
そ
の
都
度
、
行
政
へ
相
談
す
る

こ
と
が
近
道
で
し
ょ
う
。 
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に掲載されているお近くの相談員まで、直接アクセスして下さい。 
 

誰に相談すれば良いかわからないなど、不明な点がありましたら、 

  事務局にお問合せいただければ、適当な相談員をご案内します。 

    TEL：0３-６８０５-３７４１ / FAX：0３-６８０５-３７１９ 

    E-mail：jimukyoku@kenchiku-gmen.or.jp 

消
費
者
も
知
っ
て
お
く
べ
き 

建
築
基
準
法
ア
ラ
カ
ル
ト 
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（ 4）  2024 年（令和６年）7 月 31 日   NPO 法人建築Ｇメンの会  会報「楔」第 255号 

欠陥住宅・欠陥建築で悩む人を救い、住宅検査の技術向上を目指すＮＰＯ建築Ｇメンの会  

 
２
０
２
４
年
度
第
１
回
研
修
会
の
ご
案
内 

▽
日
時 
２
０
２
４
年
９
月
７
日
（
土
） 

 

 
 
 
 
 

13
時
00
分
～
15
時
10
分 

 
 
 
 
 

（
途
中
10
分
間
休
憩
あ
り
） 

▽
場
所 

各
自
宅
等 

 
 
 
 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
） 

▽
講
演
内
容 

「
木
造
住
宅
準
耐
火
構
造
調
査
の 

注
意
点
」 

講
師 

中
山
良
夫
（
当
会
事
務
局
長
、 

 
 
 
 
 
 

建
築
Ｇ
メ
ン) 

木
造
３
階
建
て
住
宅
な
ど
の
準
耐
火

構
造
の
欠
陥
は
法
令
違
反
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
と
て
も
多
い
欠
陥
事
象
で
す
。
準

耐
火
構
造
の
欠
陥
自
体
は
比
較
的
単
純

で
す
が
（
例
え
ば
、
石
膏
ボ
ー
ド
厚
さ
不

足
な
ど
）
、
設
計
者
の
準
耐
火
構
造
関
係

法
令
・
技
術
基
準
に
つ
い
て
の
理
解
不
足

に
よ
る
設
計
図
書
・
確
認
申
請
書
類
の
誤

り
も
多
く
、
ま
た
、
準
耐
火
構
造
の
大
臣

認
定
が
増
え
た
結
果
、
欠
陥
の
指
摘
が
複

雑
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

当
講
義
で
は
、
木
造
住
宅
の
準
耐
火
構

造
に
つ
い
て
、
次
の
内
容
を
実
際
の
調
査

事
例
を
基
に
解
説
し
ま
す
。 

・
法
令
、
技
術
基
準 

・
部
位
（
外
壁
、
間
仕
切
壁
、
床
、
軒
裏
、

階
段
）
ご
と
の
調
査
方
法 

（
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
調
査
す
れ
ば

準
耐
火
構
造
が
確
認
で
き
る
か
） 

・
設
計
図
書
、
確
認
申
請
書
類
に
誤
り
が

あ
る
場
合
の
調
査
等
の
進
め
方 

 

▽
参
加
費 

会
員
３
千
円 

▽
主
催
・
問
合
せ 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
会 

℡
（
０
３
・
６
８
０
５
・
３
７
４
１
） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

  

～
編
集
後
記
～ 

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
で
、
観
光
地
の
地
域
の

人
に
、
様
々
な
困
り
ご
と
が
発
生
し
て
い

る
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
就
労
し
て
い
る
外
国
人
間
で
の

傷
害
事
件
も
時
々
ニ
ュ
ー
ス
で
見
聞
き

し
ま
す
。 

そ
ん
な
こ
と
で
「
外
国
人
は
困
る
よ

ね
」
な
ん
て
短
絡
的
に
考
え
が
ち
で
す
が
、

実
際
の
と
こ
ろ
、
日
本
人
と
外
国
人
を
比

較
し
て
、
困
り
ご
と
や
傷
害
事
件
の
割
合

が
同
じ
程
度
な
の
か
、
多
い
の
か
少
な
い

の
か
、
限
度
の
超
え
方
が
違
う
の
か
の
視

点
で
の
分
析
や
解
説
が
無
い
の
で
正
直

わ
か
り
ま
せ
ん
。 

逆
に
海
外
で
、
日
本
人
の
こ
と
を
ど
う

見
て
い
る
の
か
も
気
に
な
り
ま
す
。 

自
分
は
日
本
人
で
す
し
、
ひ
い
き
目
で

見
る
の
で
「
日
本
人
は
礼
儀
正
し
く
あ
ま

り
迷
惑
も
か
け
て
い
な
い
し
、
犯
罪
も
起

こ
さ
な
い
」
と
思
っ
て
い
た
い
で
す
。 

た
だ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
拠
点
に
し
た
大

人
数
の
振
り
込
め
詐
欺
グ
ル
ー
プ
が
現

地
で
逮
捕
さ
れ
日
本
に
送
還
さ
れ
た
事

例
も
あ
る
の
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
か
ら

す
る
と
「
日
本
人
に
は
悪
い
奴
ら
が
多
く

い
る
ん
だ
」
と
思
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 

犯
罪
を
犯
す
人
を
無
く
す
た
め
に
、
何

か
『
教
え
る
』
こ
と
で
無
く
す
・
減
ら
す
・

悪
質
化
さ
せ
な
い
方
法
は
無
い
の
か
な

～ 

（
Ｍ
・
Ｔ
） 

  

 

一緒に活動しませんか！ 

 

●会員の種類     ●年会費 

正  会  員 ----- 24,000円 

消費者正会員 ----- 12,000円 

一 般 会 員  -----  6,000円 

団体一般会員 ----- 48,000円 

   

※ご入会の際は入会申込書が必要です。 

事務局までご連絡ください。 

会員の種類： 
正会員、消費者正会員、一般会員、団体一般会員の４種があります。「義務
と権利」、「会費」が異なります。 
 
▽正会員 
「正会員」は、会の中核を担う存在で、総会の議決権を持ち、会の目的達成
のために必要な活動をし、会の運営に携わるものとします。相談等の業務へ
の対応は消費者正会員を除く「正会員」である必要があります。 
 
▽一般会員 
「一般会員」は「正会員」に比べ賛助会員としての性格を帯びています。も
ちろん積極的な参加もできますが、イベント参加や情報提供だけで良いとい
う方向けのものです。会社など団体で登録される場合は「団体一般会員」と
なりますが、会社の責任者が別途正会員になる必要があります。また、団体
一般会員であることを宣伝したり、名刺等に表記できません。 
   

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 


